
日野病院組合職員の給与等の状況 
 

 日野病院組合職員の給与などを公表します。給与などは、国・県・構成町を参考にして、日野

病院組合の条例などで定められています。公表した数字は、令和７年４月１日現在および令和

７年度当初予算時のものです。（再任用職員、会計年度任用職員分は除いています。） 

● 職員の平均給料月額、平均年齢及び職員数（令和 7年度当初予算） 

区  分 一般事務職 現業職 医療職 医療技術職 看護職 

平均給料月額 294,100 円 ※※※※円 487,417 円 290,932 円 288,088 円 

平均給与月額 337,939 円 ※※※※円 1,018,336 円 336,256 円 369,146 円 

平均年齢 43.6 歳 ※※歳 47.1 歳 41.5 歳 38.3 歳 

職員数 10 人 1 人 7 人 28 人 52 人 

※職員数が１人の職種については、個人が特定されることから職員数以外の公表は差し控えます。 

● 職員の初任給の状況  

一般事務職 現業職 医療職 医療技術職 

大学卒 220,000 円 高校卒 185,700 円 博士課程終了 381,900 円 大学卒 227,400 円 

短大卒 204,400 円 中学卒 166,500 円 新大６卒 327,800 円 短大３卒 220,500 円 

高校卒 188,000 円     短大２卒 208,300 円 

看護職    

短大３卒 249,400 円       

短大 2 卒 240,600 円       

准看護師養成所 207,700 円       

● 級別職員数の状況（令和 7年度当初予算） 

①一般事務職 

  

②現業職 

区 分 1 級 2 級 3 級 

標準的な職務内容 看護助手 看護助手 看護助手 

人数 0 人 0 人 1 人 

構成比 0.0％ 0.0％ 100.0％ 

区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 

標準的な職務内容 主事 
係長 

主任 

課長補佐 

主幹 

課長 

主査 

事務局長 

次長 
副病院長 

人数 1 人 6 人 2 人 0 人 1 人 0 人 

構成比 10.0％ 60.0％ 20.0％ 0.0％ 10.0％ 0.0％ 



③医療職 

区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 

標準的な職務内容 医師 医師 
副病院長 診療局長 

医長 施設長 

病院長 

施設長 

人数 3 人 0 人 3 人 1 人 

構成比 42.9％ 0.0％ 42.9％ 14.2％ 

 

④医療技術職 

区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 

標準的な職務

内容 
技師 技師 

主任 

技師 

副医療技術局長 

室長 主任 

医療技術局長 

薬剤管理室長 
医療技術局長 

人数 1 人 8 人 17 人 1 人 1 人 0 人 

構成比 3.6％ 28.5％ 60.7％ 3.6％ 3.6％ 0.0％ 

 

⑤看護職 

区 分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 

標準的な職務内容 准看護師 
看護師 

准看護師 

主任看護師 

看護師 

副看護局長 

看護師長 
看護局長 看護局長 

人数 0 人 35 人 13 人 4 人 0 人 0 人 

構成比 0.0％ 67.3％ 25.0％ 7.7％ 0.0％ 0.0％ 

 

 



● 主な職員手当の状況 

区分 内    容 

扶 養 手 当 

○ 配偶者 
○ 子 
○ 父母等          
○ 満16歳の年度始めから満22歳

の年度末までの子１人の加算額   

月額 
月額 
月額 

3,000 円 
11,500 円 
6,500 円 
5,000 円 

 

住 居 手 当 

○ 月額 16,000 円を超える家賃を支払って借家等に住む職員 
   家賃の額に応じ、月額 28,000 円を限度に支給 
 

通 勤 手 当 

○ 交通機関等利用 
運賃の額に応じ、月額 150,000 円を限度に支給 

○ 自動車等使用者    
通勤距離に応じ 2,000 円～31,600 円支給 

宿 日 直 手 当 

○ 宿日直を行ったときに支給    
宿直（午後 5 時 15 分～翌日午前 8 時 30 分） 
医師 21,000 円、看護師等 4,500 円 

日直（午前 8 時 30 分～  午後 5 時 15 分） 
医師 21,000 円、看護師等 4,500 円 

（救急外来に対応した場合は、その実勤務時間に対する時間外手当を別途支給） 

時間外勤務手当 

○ 正規の勤務時間を超えて勤務した場合に支給 

夜 間 勤 務 手 当 

○ 正規の勤務時間として午後 10 時から翌日の午前 5 時までの間に勤務したときに支給 

期 末 勤 勉 手 当 

（令和 7 年４月１日現在の支給割合） 

区  分 6 月支給 12 月支給 合  計 

期末手当 1.250 月分 1.250 月分 2.50 月分 

勤勉手当 1.050 月分 1.050 月分 2.10 月分 

合  計 2.30 月分 2.30 月分 4.60 月分 

支給率を乗じる基準金額は、職制上の段階、職務の等級によって加算措置があります。 

特 殊 勤 務 手 当 

○ 特別の考慮を必要とする特殊の勤務に従事したときに支給 
（医療業務手当、放射線取扱手当、夜間看護手当、在宅支援待機手当） 

 


